
 

                                                    

○日 時 令和４年２月1０日（木） 1３時３0分～ 

○会 場 島根県立大学 本部棟2階 特別応接室 

○会見者 清原正義 理事長・学長 

○会見項目  

【3キャンパス共通】 

・令和４年度島根県立大学・島根県立大学短期大学部 一般選抜確定志願状況について 

・一般選抜における新型コロナウイルス感染症への対応について      〔資料１〕 

 

 

・今後の包括的連携協定の締結について  

①公立大学法人島根県立大学と島根県商工会連合会との包括的連携協定締結について 

〔資料２－１〕 

②公立大学法人島根県立大学と松江商工会議所との包括的連携協定締結について 

〔資料２－２〕 

③公立大学法人島根県立大学と安来商工会議所及び安来市商工会並びに安来市との包

括的連携協定締結について                   〔資料２－３〕 

 

④公立大学法人島根県立大学と大田市との包括的連携協定締結について 

〔資料２－４〕 

 

 

・令和３年度ＫＥＮＤＡＩ縁結びフォーラム の開催について         〔資料３〕 

 

 

・就職内定率（1月3１日現在）について                〔資料４〕 

 

 

 

〇資料提供

項目 

 

 

 

○行事予定  

 

 

○その他 ・新型コロナウイルス感染症への対応について   

 
 
 

※会見項目に関する問い合わせは、資料に記載されている担当課まで、行事予定の問い合わせは下記の 

連絡先までお願いいたします。 

 

   浜田キャンパス 企画調整室 TEL  0855-24-2201 

   出雲キャンパス 管理課   TEL 0853-20-0200 

   松江キャンパス 管理課   TEL 0852-26-5525 

 

※次回の定例記者会見は 令和４年３月７日（月）13:30から開催予定です。 

定例記者会見資料 
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令和４年度島根県立大学・島根県立大学短期大学部 

一般選抜 確定志願状況について  

 

 本学の令和 4 年度一般選抜の確定志願者数については下記のとおりです。  

 

前期日程

学部 学科 コース/募集枠
募集

人員

志願

者数
（県内者）

志願

倍率

昨年度
志願者数

（昨年度

県内者）

昨年度

倍率

国際関係 25 93 7 3.7 51 2 2.0

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 25 58 9 2.3 47 8 1.9

50 151
16

3.0 98
10

2.0

地域経済経営 20 65
6

3.3 50 11 2.5

地域公共 25 90 11 3.6 72 16 2.9

地域づくり 15 34
8

2.3 37
6

2.5

60 189
25

3.2 159
33

2.7

- 25 108 4 4.3

島根県地域 20 53
53

2.7

健康栄養 - 17 55 10 3.2 84 27 4.2

62 216
67

3.5 204
96

3.5

保育教育 - 28 120 38 4.3 69 28 3.5

地域文化 - 45 232
52

5.2 127
35

4.2

73 352 90 4.8 196 63 3.9

245 908 198 3.7 657 202 3.0

後期日程

学部 学科 コース
募集

人員

志願

者数
（県内者）

志願

倍率

昨年度
志願者数

（昨年度

県内者）

昨年度

倍率

国際関係 5 234 18 46.8 75
6

15.0

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 5 73 12 14.6 40 7 8.0

10 307 30 30.7 115 13 11.5

地域経済経営 5 101 12 20.2 43
5

8.6

地域公共 10 133 23 13.3 63 13 6.3

地域づくり 5 60
8 12.0 46 4 9.2

20 294
43

14.7 152
22

7.6

30 601 73 20.0 267 35 8.9

学部 学科 コース
募集

人員

志願

者数
（県内者）

志願

倍率

昨年度

志願者数

（昨年度

県内者）

昨年度

倍率

保育 - 15 41
25

2.7 57
40

2.9

総合文化 - 10 49 41 4.9 53
43

2.7

25 90
66

3.6 110 83 4.4

（注）看護栄養学部、人間文化学及び短期大学部は、令和4年度入試より募集人員を変更している。

計

地域政策
地域政策

学部計

計

■島根県立大学短期大学部

短期大学部

人間文化

学部計

計

国際関係
国際関係

学部計

看護栄養

看護 120

69

3.2

学部計

■島根県立大学

国際関係
国際関係

学部計

地域政策
地域政策

学部計

令和 4 年 2 月 10 日  

 島根県立大学ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ室 

 （担当）松﨑  

 （電話）0855-24-2203 

資料１ 
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令和４年度島根県立大学国際関係学部・地域政策学部 

一般選抜（前期日程）の報道対応について  

 

 島根県立大学では令和４年２月２５日（金）に国際関係学部一般選抜（前期日程）、３

月１２日（土）・１３日（日）に国際関係学部及び地域政策学部一般選抜（後期日程）を

実施します。志願者の状況及び報道対応については下記のとおりです。    

 

１．出願期間  

  令和４年１月２４日（月）から２月４日（金）まで  

２．一般選抜（前期）の概要 

 ○国際関係学部国際関係学科 

大学入学共通テストの成績及び個別試験（小論文）の成績により評価し、調査書の内

容を参照しながら合否を決定します。  

 ○地域政策学部地域政策学科  

  大学入学共通テストの成績により評価します。個別試験は実施しませんが、合否ボー

ダーライン層に対してのみ書類審査（調査書及び活動報告書）を実施し、合否を決定し

ます。 

３．試験日程等（前期日程）  

 ○国際関係学部国際関係学科  

日 時：令和４年２月２５日（金）９：３０～１１：００  

場 所：浜田会場（本学浜田キャンパス）  

広島会場（TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ PREMIUM 広島駅前：広島市南区大須賀町 13-9）  

４．取材会場及び取材対象科目  

  浜田会場：小論文（島根県立大学講義研究棟）  

５．取材上の注意事項  

 ・取材を希望される報道機関は、２月２５日（金）８時５０分に本部棟１F 玄関ロビー

へお越しください。（浜田会場のみ）  

 ・試験室内の取材時間は、９時００分から９時１０分までとします。  

 ・試験前の受験生への個別インタビューはご遠慮ください。  

 ・試験室内での取材は、映像及び写真撮影とします。  

 ・受験者本人が特定される撮影は避けてください。  

 ・その他取材に当たっては、係員の指示にしたがってください。  

・試験問題は、１２時（予定）以降に集合場所にてお渡しします。  

６．当日の取材対応担当者  

  島根県立大学事務局次長 石田  

７．前期日程個別試験受験者数の発表  

  令和４年２月２５日（金）１７時以降  

８．今後の予定  

  前期日程合格発表日  令和４年３月８日（火）午前１０時  

  前期日程入学手続期間 令和４年３月９日（水）～３月１５日（火）  

 

※後期日程試験の取材につきましては、別途お知らせいたします。                                                                            

令和４年２月１０日  

 島根県立大学ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ室 

 担 当 松﨑・小田原  

 電 話 0855-24-2203 
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島根県立大学 看護栄養学部 令和４年度一般選抜志願者等の状況 

 

 島根県立大学看護栄養学部では、令和４年２月２５日（金）、２６日（土）に一般選抜を実施

します。志願者の状況等については下記のとおりです。 

なお、個別試験は面接試験ですので、当日の取材を希望される場合は、受験生が面接控室に

集合している時間帯（8：45～9：15）にお願いします。 

取材の際は、上記担当者までご連絡ください。           

 

記 

 

令和４年度 

■看護栄養学部 

学科 区分 
募集人員

(a) 

志願者数

(b) 
受験者数 合格者数 

志願倍率 

(b/a) 

看護学科 
‐ 25 108   4.3 

島根県地域 20 53   2.7 

健康栄養学科 ‐ 17 55   3.2 

合計 ‐ 62 216   3.5 

 

参考 令和３年度 

■看護栄養学部 

学科 
募集人員 

(a) 

志願者数 

(b) 
受験者数 合格者数 

志願倍率 

(b/a) 

看護学科 40 120   3.0 

健康栄養学科 20 84   4.2 

合計 60 204   3.4 

 

●合格者発表 

  令和４年３月４日（金） 午前１０時 

 

令和 4年 2月 10日 

島根県立大学出雲キャンパス 

教務学生課 坂田・小林 

TEL：0853-20-0215 



1 試験日 令和４年２月２５日（金）、２月２６日（土）

2 募集人員・志願者数等

学科
募集人員
(a)

志願者数
(b)

受験者数 合格者数
志願倍率
(b/a)

保育教育学科 28 120 4.29

地域文化学科 45 232 5.16

合計 73 352 4.82

3 学力検査等科目 面接試験

4 合格発表 令和４年３月４日（金）１０：００

5 取材について

【参考】昨年度（令和３年度）の一般入試（前期日程）の状況

学科
募集人員
(a)

志願者数
(b)

受験者数
(c)

合格者数
(d)

志願倍率
(b/a)

保育教育学科 20 69 53 29 3.45

地域文化学科 30 127 107 42 4.23

合計 50 196 160 71 3.92

　令和４年２月１０日
　島根県立大学(松江キャンパス)
　教務学生課　飯島・星野
　TEL：0852-20-0236

令和４年度　島根県立大学　人間文化学部

一般選抜（前期日程）の志願状況について

個別試験は面接試験ですので、当日の取材を希望される場合は、令和４年２
月２２日（火）17時までに上記担当あて連絡の上、本学の指定する時間に取
材いただくようお願いします。
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１　試験日 令和４年２月５日（土）

２　個別学力試験科目 保育学科 小論文

総合文化学科 面接

３　募集人員・志願者数等

学科
募集人員
(a）

志願者数
（b)

受験者数
（c)

合格者数
志願倍率
（b/a）

保育学科 15 41 2.73

総合文化学科 10 49 4.90

25 90 3.60

４　合格発表 令和４年２月１８日（金）１０：００

昨年度（令和３年度）の志願状況

学科
募集人員
(a）

志願者数
（b)

受験者数
（c)

合格者数
志願倍率
（b/a）

保育学科 20 57 57 35 2.85

総合文化学科 20 53 53 32 2.65

40 110 110 67 2.75合計

令和４年度島根県立大学短期大学部

一般選抜（保育学科・総合文化学科）の志願状況について

選抜区分

一般選抜

一般選抜

合計

　令和４年２月１０日
　島根県立大学(松江キャンパス)
　教務学生課　飯島・藤原
　TEL：0852-20-0236

５　参考

選抜区分

一般入試

一般入試
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令和 4年度島根県立大学 一般選抜における新型コロナウイルス感染症への対応について

（一部改正） 

 

本学試験場における感染拡大を防止し、受験生の皆さんが安心して受験できる環境を確保するため、本

学では下記のように対応いたします。 

 

１．新型コロナウイルスに罹患又は罹患しているおそれのある方への配慮について 

大学入学共通テストのみで合否判定します。（別記参照） なお、「新型コロナウイルスに罹患又は罹患

しているおそれのある方」とは、①当該感染症に罹患し、試験日に入院中又は自宅や宿泊施設において療

養している方、②その他、本学が認めた方、のことを言います。 

 

○申請方法 

当該感染症に罹患又は罹患しているおそれのあることが判明した際は、必ず前日までに（遅くても受験

当日朝 8：00 までに）受験予定の学部へ電話連絡をしてください。電話連絡の際は、受験番号、志願者氏

名、代理人（保護者等）の携帯電話番号を聴取します。追って、医師の発行する診断書（コピーでも可）、

及び「一般選抜における新型コロナウイルス感染症に対する配慮申請書」（別添様式を印刷して記入する

こと）を提出していただきます。 

なお、試験の前から継続して発熱・咳等のある受験生は、疾病等により受験できなかったことを示す診

断書があれば、新型コロナウイルス感染症の罹患に限らず、配慮を受けることが可能です。 

 

２．受験時の注意事項 

①日頃から感染防止について心がけるとともに、朝などに体温測定を行い、体調の変化の有無を確認して

ください。また、試験日の 2 週間程度前から発熱・咳等の症状がある方は、あらかじめ医療機関での受診

を行っておいてください。 

②新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない方は受験できません。ま

た、海外から入国して受験する場合、入国後の待機期間中の方も受験できません。 

③保健所等から濃厚接触者（無症状を含む）とされ、7 日間が経過していない場合は、試験日の前日まで

に下記までお問い合わせください。濃厚接触者でも無症状の場合、別室などで受験可能な場合もありま

す。 

④試験当日の検温で 37.5 度以上の熱がある場合、また 37.5 度までの熱はないものの、発熱や咳等の症状

がある受験生は、受験当日朝 8:00 までに受験予定の学部へ電話連絡してください。この場合、「新型コロ

ナウイルスに罹患又は罹患しているおそれのある方」と認定します。なお試験当日は、非接触型体温計な

どにより、全ての受験生に検温を実施します。 

⑤試験場入場後に体調不良を呈した際には、速やかに試験監督者等に申し出てください。 

⑥症状の有無に関わらず、各自マスク（不織布を推奨、フェイスシールド、マウスシールドのみは不可）

を持参し、常に鼻と口の両方を確実に覆うよう正しく着用してください。（ただし、写真票による本人確

認の際は試験監督の指示に従い、マスクをずらすこと） 何らかの事情によりマスクの着用が困難な場合

は、予め下記までご相談ください。なお、試験当日は、試験監督、試験関係員もマスクを着用します。 

⑦試験会場にアルコール消毒薬を配置しますので、入室時及び退出時に手指の消毒をしてください。 
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⑧試験室の換気のため窓の開放を行うことがあるため、各自の判断で上着など温度調整ができる服装を

準備してください。 

⑨試験会場で食堂の営業は行いません。 

⑩保護者の学内施設への入構はお断りします。（保護者控室は設置しません。） 

⑪他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、各自の判断において予防接種を受けておくことを推奨しま

す。 

⑫新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性を早く知ることができるため、新型コロナ接触

確認アプリ（COCOA）をダウンロードし、活用することを推奨します。なお、アプリから通知を受けた

ことが直ちに濃厚接触者であることを意味するものではありません。 

⑬試験終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが判明した場合は、下記まで連絡

してください。 

 

３．大学入学共通テスト本試験及び追試験のいずれも受験できなかった場合について 

 本学のアドミッション・ポリシーが、一般選抜においては大学入学共通テストにより知識・技能を評価

するものとしているため、大学入学共通テストの本試験及び追試験のいずれも受験できなかった場合へ

の救済措置は行いません。 

 

 

                            令和 4 年 1 月 18 日 

                            令和 4 年 2 月 8 日 一部改正 

        島根県立大学  

 

 

 

  

【連絡先】 

○浜田キャンパス アドミッション室（国際関係学部・地域政策学部） 

〒697-0016 島根県浜田市野原町 2433-2 Tel 0855-24-2203 

○出雲キャンパス 教務学生課（看護栄養学部） 

〒693-8550 島根県出雲市西林木町 151  Tel 0853-20-0215 

○松江キャンパス 教務学生課（人間文化学部） 

〒690-0044 島根県松江市浜乃木 7-24-2  Tel 0852-20-0236 
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【別記】 

 

 

  

学部 学科・コース 配点 配慮内容 

国際関係学部 

（前期日程） 

 

国際関係学科 

国際関係コース 

大学入学共通テスト 400 点 

小論文 200 点 

（大学入学共通テストの得点）

×（600/400）に得点換算 

国際関係学科 

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ 

大学入学共通テスト 600 点 

小論文 200 点 

（大学入学共通テストの得点）

×（800/600）に得点換算 

国際関係学部 

（後期日程） 

 

国際関係学科 

国際関係コース 

大学入学共通テスト 200 点 

面接 200 点 

（大学入学共通テストの得点）

×（400/200）に得点換算 

国際関係学科 

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ 

大学入学共通テスト 500 点 

面接 300 点 

（大学入学共通テストの得点）

×（800/500）に得点換算 

地域政策学部 

（前期日程） 

地域政策学科 

（3 コースとも） 

大学入学共通テスト 400 点 

書類審査 20 点 

個別試験を課していないため、

特段の配慮は行いません。 

地域政策学部 

（後期日程） 

 

地域政策学科 

地域経済経営ｺｰｽ 

大学入学共通テスト 300 点 

面接 200 点 

（大学入学共通テストの得点）

×（500/300）に得点換算 

地域政策学科 

地域公共コース 

大学入学共通テスト 300 点 

面接 100 点 

（大学入学共通テストの得点）

×（400/300）に得点換算 

地域政策学科 

地域づくりコース 

大学入学共通テスト 300 点 

面接 200 点 

（大学入学共通テストの得点）

×（500/300）に得点換算 

看護栄養学部 

（前期日程） 

看護学科 大学入学共通テスト 500 点 

面接 200 点 

（大学入学共通テストの得点）

×（700/500）に得点換算 

健康栄養学科 大学入学共通テスト 500 点 

面接 200 点 

（大学入学共通テストの得点）

×（700/500）に得点換算 

人間文化学部 

（前期日程） 

保育教育学科 大学入学共通テスト 400 点 

面接 100 点 

（大学入学共通テストの得点）

×（500/400）に得点換算 

地域文化学科 大学入学共通テスト 450 点 

面接 150 点 

（大学入学共通テストの得点）

×（600/450）に得点換算 
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令和 4年度島根県立大学 

一般選抜における新型コロナウイルス感染症に対する配慮申請書 

 

申請日  令和 4 年  月  日 

 

以下の事由により貴学の一般選抜を受験できませんので、大学入学共通テストの成績のみによる合否

判定を申請します。 

 

                受験学部・学科                      

                選抜区分                         

受験番号                         

申請者（受験者）氏名                   

 

１．申請事由 

 

 

 

 

 

 〔添付書類： □診断書  □その他（                      ）〕 

 

 

2．受験者本人の住所、電話番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下大学使用欄 

申請  

□許可 □不許可 

 

 

住所 〒   － 

 

 

電話番号（携帯電話）    －    －    （自宅）    －    － 
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【報道機関各位】 

公立大学法人島根県立大学と島根県商工会連合会 

との包括的連携協定締結について 

 

公立大学法人島根県立大学と島根県商工会連合会とは、包括的な連携に関する事項にお

いて、次のとおり連携協定を締結することとしました。その概要は下記のとおりです。 

 

記 

１．主な連携協力事項（例） 

（１） 教育・人材育成に関すること 

（２） 産業振興に関すること 

（３） まちづくりに関すること 

（４） 大学と企業の魅力の創出、雇用の機会の促進に関すること 

（５） その他、前述の目的達成のために資すること 

 

２．協定の期間 

令和４年２月２４日から令和４年３月３１日まで（以降 自動更新） 

 

３．協定の締結式 

日 時：令和４年２月２４日（木）１０：３０ ～１１：００ 

場 所：島根県商工会館松江商工会議所ビル４Ｆ 

島根県商工会連合会「会議室」（島根県松江市母衣町５５‐４） 

出席者：島根県商工会連合会 会長 高橋 日出男 他 

    公立大学法人島根県立大学 理事長兼学長 清原 正義 他 

資料２－１ 

令和４年２月１０日（木） 
島根県立大学浜田キャンパス 
担当：雪吹・河部・正連山 
電話：0855-25-9063 
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公立大学法人島根県立大学と島根県商工会連合会との 

包括的連携に関する協定書（案） 

 

 公立大学法人島根県立大学（以下「甲」という。）と島根県商工会連合会（以下「乙」という。）

は、以下のとおり包括的連携協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は甲と乙が包括的な連携を結び相互の密接な連携と協力を図り、地域の課題解決

や発展、及び人材の育成を行うことで、持続可能な地域社会に寄与することを目的とする。 

（連携・協力） 

第２条 甲と乙は、次の事項について連携・協力する。 

 （１）教育・人材育成に関すること 

 （２）産業振興に関すること 

 （３）まちづくりに関すること 

 （４）大学と企業の魅力の創出、雇用機会の促進に関すること 

 （５）その他、前述の目的達成のために資すること 

（協議） 

第３条 この協定の実施に関し、連携・協力の細目等の具体的な事項については、甲と乙が協議

のうえ定めるものとする。 

（目的外利用の禁止及び秘密保持） 

第４条 甲と乙は、この協定に基づき連携協力相手から提供を受けた情報を、第２条に規定する

事項にのみ使用するものとし、事前に連携協力相手の承諾を得ている場合を除いて、他の事項

への使用及び第三者へ提供してはならない。 

（期間） 

第５条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和４年３月３１日までとする。ただし、こ

の協定の有効期間満了日の 1 ヵ月前までに、甲と乙のいずれからも改廃の申し入れがないとき

は、さらに１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

（雑則） 

第６条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定に規定しない事項に

ついては、甲と乙が協議の上、定めるものとする。 

 

この協定締結の証として本書２通を作成し、各自１通を保有する。 

 

令和４年２月２４日 

 

公立大学法人島根県立大学             島根県商工会連合会 

理事長                      会 長  
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資料２－２ 

令和４年２月１０日（木） 
島根県立大学浜田キャンパス 
担当：雪吹・河部・正連山 
電話：0855-25-9063 

【報道機関各位】 

公立大学法人島根県立大学と松江商工会議所 

との包括的連携協定締結について 

 

公立大学法人島根県立大学と松江商工会議所とは、包括的な連携に関する事項におい

て、次のとおり連携協定を締結することとしました。その概要は下記のとおりです。 

 

記 

１．主な連携協力事項（例） 

（１） 教育・人材育成に関すること 

（２） 産業振興に関すること 

（３） まちづくりに関すること 

（４） 大学と企業の魅力の創出、雇用の機会の促進に関すること 

（５） その他、前述の目的達成のために資すること 

 

２．協定の期間 

令和４年３月８日から令和５年３月３１日まで（以降 自動更新） 

 

３．協定の締結式 

日 時：令和４年３月８日（火）１３：１５ ～１３：４５ 

場 所：島根県立大学松江キャンパス大会議室（本部棟２階） 

出席者：松江商工会議所 会頭 田部 長右衛門 他 

    公立大学法人島根県立大学 理事長兼学長 清原 正義 他 
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公立大学法人島根県立大学と松江商工会議所との 

包括的連携に関する協定書（案） 

 

 公立大学法人島根県立大学（以下「甲」という。）と松江商工会議所（以下「乙」という。）は、

以下のとおり包括的連携協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は甲と乙が包括的な連携を結び相互の密接な連携と協力を図り、地域の課題解決

や発展、及び人材の育成を行うことで、持続可能な地域社会に寄与することを目的とする。 

（連携・協力） 

第２条 甲と乙は、次の事項について連携・協力する。 

 （１）教育・人材育成に関すること 

 （２）産業振興に関すること 

 （３）まちづくりに関すること 

 （４）大学と企業の魅力の創出、雇用機会の促進に関すること 

 （５）その他、前述の目的達成のために資すること 

（協議） 

第３条 この協定の実施に関し、連携・協力の細目等の具体的な事項については、甲と乙が協議

のうえ定めるものとする。 

（目的外利用の禁止及び秘密保持） 

第４条 甲と乙は、この協定に基づき連携協力相手から提供を受けた情報を、第２条に規定する

事項にのみ使用するものとし、事前に連携協力相手の承諾を得ている場合を除いて、他の事項

への使用及び第三者へ提供してはならない。 

（期間） 

第５条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和５年３月３１日までとする。ただし、こ

の協定の有効期間満了日の 1 ヵ月前までに、甲と乙のいずれからも改廃の申し入れがないとき

は、さらに１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

（雑則） 

第６条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定に規定しない事項に

ついては、甲と乙が協議の上、定めるものとする。 

 

この協定締結の証として本書２通を作成し、各自１通を保有する。 

 

令和４年３月８日 

 

公立大学法人島根県立大学             松江商工会議所 

理事長                      会 頭  
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【報道機関各位】 

 

公立大学法人島根県立大学と安来商工会議所及び安来市商工会 

 

並びに安来市との包括的連携に関する協定書 

 

公立大学法人島根県立大学と安来商工会議所及び安来市商工会並びに安来市とは、包括

的な連携に関する事項において、次のとおり連携協定を締結することとしました。その概

要は下記のとおりです。 

 

記 

１．主な連携協力事項（例） 

（１） 産業振興に関すること 

（２） まちづくりに関すること 

（３） 教育推進・文化進行・人材育成に関すること 

（４） 大学と企業の魅力の創出、雇用の機会の促進に関すること 

（５） その他、目的を達成するために必要と認めること 

 

２．協定の期間 

令和４年３月１１日から令和５年３月３１日まで（以降 自動更新） 

 

３．協定の締結式 

日 時：令和４年３月１１日（金）１０：３０ ～１１：００ 

場 所：安来市役所内 

出席者：安来市 市長 田中 武夫 

    安来商工会議所 会頭 木口 重樹 

    安来市商工会 会長 藤原 敏孝 

    公立大学法人島根県立大学 理事長兼学長 清原 正義 他 

資料２－３ 

令和４年２月１０日（木） 
島根県立大学浜田キャンパス 
担当：雪吹・河部・正連山 
電話：0855-25-9063 
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公立大学法人島根県立大学と安来商工会議所及び安来市商工会 

並びに安来市との包括的連携に関する協定書（案） 

 

 公立大学法人島根県立大学（以下「甲」という。）と安来商工会議所（以下「乙」という。）及び

安来市商工会（以下「丙」という。）並びに安来市（以下「丁」という。）は、以下のとおり包括的

連携協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲、乙、丙、丁が包括的な連携のもと、地域の課題解決や人材の育成など

を行うことで、地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

（連携・協力） 

第２条 甲、乙、丙、丁は、次の事項について連携・協力する。 

(1) 産業振興に関すること 

(2) まちづくりに関すること 

(3) 教育推進・文化振興・人材育成に関すること 

(4) 大学と企業の魅力創出、雇用機会の促進に関すること 

(5) その他、目的を達成するために必要と認めること 

（協議） 

第３条 この協定の実施に関し、連携・協力の細目等の具体的な事項については、甲、乙、丙、丁

が協議のうえ定めるものとする。 

（目的外利用の禁止及び秘密保持） 

第４条 甲、乙、丙、丁は、この協定に基づき連携協力相手から提供を受けた情報を、第２条に

規定する事項にのみ使用するものとし、事前に連携協力相手の承諾を得ている場合を除いて、

他の事項への使用及び第三者へ提供してはならない。 

（期間） 

第５条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和５年３月３１日までとする。ただし、こ

の協定の有効期間満了日の 1 ヵ月前までに、甲、乙、丙、丁のいずれからも改廃の申し入れが

ないときは、さらに１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

（雑則） 

第６条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定に規定しない事項に

ついては、甲、乙、丙、丁が協議の上、定めるものとする。 

 

この協定締結の証として本書４通を作成し、各自１通を保有する。 

 

令和４年 月 日 

 

甲 公立大学法人島根県立大学        乙 安来商工会議所                 

理事長                   会 頭 

 

                                         

 

丙 安来市商工会              丁 安来市 

会 長                   安来市長 
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資料２－４ 

令和４年２月１０日（木） 
島根県立大学浜田キャンパス 
担当：雪吹・河部・正連山 
電話：0855-25-9063 

【報道機関各位】 

公立大学法人島根県立大学と大田市 

との包括的連携協定締結について 

 

公立大学法人島根県立大学と大田市とは、包括的な連携に関する事項において、次

のとおり連携協定を締結することとしました。その概要は下記のとおりです。 

 

記 

１．主な連携協力事項（例） 

(1)  まちづくりのための連携  

 (2)  国際交流推進のための連携 

 (3)  人材育成のための連携  

 (4)  産業振興のための連携  

 (5)  保健・医療・福祉の向上のための連携  

 (6)  教育・文化の振興のための連携  

 (7)  学術研究のための連携  

 (8)  その他両者が協議して必要と認める連携 

 

２．協定の期間 

令和４年３月２４日から令和５年３月３１日まで（以降 自動更新） 

 

３．協定の締結式 

日 時：令和４年３月２４日（木）１０：３０～１１：００ 

場 所：大田市役所内 会議室 ※部屋未定 

出席者：大田市 市長 楫野 弘和 他 

    公立大学法人島根県立大学 理事長兼学長 清原 正義 他 











（令和3年度卒業生）　令和4年1月31日現在

うち県内
就職者数

県内就
職率

出身者数 うち県内
就職者数

島根県立大学

総合政策学部 229 209 192 44 91.9% 22.9% 49 29 59.2% 9 11
看護栄養学部
看護学科 74 67 67 41 100.0% 61.2% 41 37 90.2% 7 0
看護栄養学部
健康栄養学科 43 42 41 18 97.6% 43.9% 22 14 63.6% 0 1
別科
助産学専攻 11 11 11 7 100.0% 63.6% 5 5 100.0% 0 0

保育教育学科 43 42 35 18 83.3% 51.4% 20 15 75.0% 1 0

地域文化学科 72 69 64 45 92.8% 70.3% 46 40 87.0% 1 2

島根県立大学短期大学部

保育学科 41 41 40 29 97.6% 72.5% 28 28 100.0% 0 0

総合文化学科 45 39 33 29 84.6% 87.9% 29 26 89.7% 4 2

合計 558 520 483 231 92.9% 47.8% 240 194 80.8% 22 16

うち県内
就職者数

県内就
職率

出身者数 うち県内
就職者数

島根県立大学

総合政策学部 209 194 190 35 97.9% 18.4% 44 29 65.9% 6 9
看護栄養学部
看護学科 86 73 73 32 100% 43.8% 38 31 81.6% 11 2
別科
助産学専攻 11 11 11 6 100% 54.5% 6 5 83.3% 0 0

島根県立大学短期大学部

保育学科 43 41 41 30 100% 73.2% 29 28 96.6% 1 1

総合文化学科 42 39 38 32 97.4% 84.2% 31 28 90.3% 1 2

合計 391 358 353 135 98.6% 38.2% 148 121 81.8% 19 14

うち県内
就職者数

県内就
職率

出身者数 うち県内
就職者数

島根県立大学

総合政策学部 222 211 207 34 98.1% 16.4% 61 29 47.5% 2 9
看護栄養学部
看護学科 78 69 69 40 100.0% 58.0% 45 38 84.4% 8 1
別科
助産学専攻 16 16 16 9 100.0% 56.3% 9 8 88.9% 0 0

島根県立大学短期大学部

保育学科 41 36 36 23 100.0% 63.9% 25 21 84.0% 5 0

総合文化学科 47 37 37 25 100.0% 67.6% 27 24 88.9% 5 5

合計 404 369 365 131 98.9% 35.9% 167 120 71.9% 20 15

その他（自
営・家事手
伝い・進学
準備等）

その他（自
営・家事手
伝い・進学
準備等）

（令和元年卒業生）　最終結果

学部・学科
卒業
者数

就職
希望者
数

内定保有者数 就職率 内定保有者のうち県内 県内出
身者の
県内就
職率

進学
者数

＜参考＞

（令和2年度卒業生）　最終結果

学部・学科
卒業
者数

就職
希望者
数

内定保有者数 就職率 内定保有者のうち県内 県内出
身者の
県内就
職率

進学
者数

島根県立大学進路決定状況集計表

学部・学科
卒業
者数

就職
希望者
数

内定保有者数 就職率 内定保有者のうち県内 県内出
身者の
県内就
職率

進学
者数

その他（自
営・家事手
伝い・進学
準備等）


